










 



日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するた

めの日常的な訓練を行います。 

屋外での移動が困難な人について、外出のための介

護を行うことで、社会生活上必要な外出や社会参加

など地域での自立生活を支援します。 

創作的活動や生産活動の機会や、気軽に立ち寄れる

いこいの場を提供し、社会との交流促進などを図り

ます。 

障がい福祉サービスのうち、下記に記載したサービスは一定の障害支援区分が必要です。 

(区分以外にも要件が必要となるものがあります。) 

 ただし、18歳未満の人については、基本的には区分認定の必要はありません。 



















就労継続支援Ｂ型は雇用契約がなく、就労継続支援 A 型に比

べ訓練やリハビリの目的が大きいことから、個人のニーズに応じ

た作業を行うことができます。ただし、最低賃金は保障されてい

ません。 
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